






























「東京電力グループ企業行動憲章」 「企業倫理に関する行動基準」

原子力改革監視委員会

指名委員会

報酬委員会

監査委員会

監査

監督

経営企画会議

業務執行

業務執行部門（注１）リスクコミュニケーター（注３）

リスク管理委員会
他社内委員会（注２）ソーシャル・コミュニケーション室

本部長、室長、部長等
（執行役･執行役員含む）

（注１） 本社（コーポレート各室・本部等）、第一線機関（原子力発電所等）

（注２） 投資管理委員会 等

（注３） リスクコミュニケーションを行う専門職

株主総会

会計監査人

東京電力グループ
企業倫理委員会統括事務局

企業倫理相談窓口 従業員

グループ会社

取締役会

東京電力グループ
企業倫理委員会

原子力安全監視室

監査特命役員

監査委員会業務室

社長（代表執行役）

執行役会

内部監査部門

内部監査室



【適時開示体制の概要】

　当社の適時開示に係る体制は、下記のとおりです。

以　上

会社情報の流れ

記

　適時開示に関する役割と責任の明確化を図るため、以下のとおり社内マニュアル
により適時開示を実施するための体制を整え、適時適切な開示を行っております。

・適時適切に会社情報の開示を行うため、情報取扱責任者（総務・法務室長）およ
　び情報管理責任者（主管部門の責任者）を選任しております。
・役職員およびグループ会社は、有価証券上場規程等により開示すべき会社情報に
　当たるおそれのある事項・事実を知ったときは、社内マニュアルに従い、その事
　項・事実について、情報管理責任者に報告することとしております。
・当該情報管理責任者は、マニュアルに従い報告を受けた事項・事実について情報
　取扱責任者に速やかに報告することとしております。
・情報取扱責任者は、報告された会社情報について、有価証券上場規程等に照ら
　し、開示すべき会社情報に該当するか否かを判断し、開示すべき会社情報に該当
　する場合は、東京証券取引所に対して適時適切な開示を行います。
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※基幹事業会社：東京電力フュエル＆パワー株式会社､東京電力パワーグリッド株式会社、
　　　　　　　　東京電力エナジーパートナー株式会社
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※情報管理責任者：主管部門の責任者

開示


